
愛媛県 
 
1. 事業内容 
担当課等 経済労働部産業創出課 

TEL：089-912-2482 FAX：089-912-2259  
助成事業名 ・がんばるものづくり助成事業 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・中小企業者 
助成内容 ○対象となる産業財産権 

特許権、実用新案権、意匠権、商標権 
○補助・助成金の内容 

技術開発等に関する補助金のうち補助対象項目として出願経費の一部を助成 
○制度を作った背景など 

研究開発を実施するうえで今後の事業展開を考えると特許権取得の費用は必要

不可欠なものと考える。 
助成期間 ・最大 2 年 
助成金額、補助率 ・研究開発助成事業【一般枠】上限 20,000 千円、補助率 2/3 

・研究開発助成事業【小規模枠】上限 3,000 千円、補助率 2/3 
・スーパーベンチャー助成事業上限 20,000 千円、補助率全額 

産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・2010 年 8 月 2 日～9 月 15 日 
審査（選考）方法 ・学識経験者等で構成される審査会（書類審査、面接審査）による審査等を経て理

事長が決定します。 
申請に係わる必要

書類等 
○応募申込書･･･正本 1 部 
○愛媛県が課税する全ての県税（個人県民税および地方消費税を除く。）に未納が

ないことを証する書類（納税証明書）･･･正本 1 部 
※愛媛県の各地方局税務管理課（南予地方局にあっては税務課、今治支局および

八幡浜支局にあっては税務室）で発行されます。 
※市役所、税務署等では発行されません。 

○提出者の定款（写し）、登記事項証明書、決算書（写し）（直近 3 期分）･･･各 1
部 

支払い方法等 ・口座振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・ 2009 年：6 件、44,015 千円 

・ 2010 年：12 件、85,065 千円 
応募件数 ・ 2009 年：14 件 

・ 2010 年：23 件 
事業予算規模 ・ 約 6,000 万円 
パンフ等の有無  
 
5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・実績報告書 

・助成事業後、5 年間事業化状況報告書の提出 
 

6. 平成 23 年度の計画・予定等 
計画・予定等 非公開 
 


